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国土審議会 水資源開発分科会 第８回 調査企画部会 

（今後の水資源政策のあり方について 第２回） 

平成２５年１１月２５日 

 

 

【寺田水資源政策課長】  それでは、定刻になりましたので、会議を開会させていただ

きたいと存じます。会議は１０時から１２時までの２時間を予定しております。 

 開会の前に、配付資料の確認をさせていただきます。資料リストをご覧ください。 

 資料１、国土審議会水資源開発分科会調査企画部会委員名簿。資料２、「これまでの検討

内容と今後のスケジュール」。資料３、「調査企画部会（第１回）委員意見への対応」。資料

４、「第２回調査企画部会 気候変動に関する最近の知見について」。資料５、「東京水道の

チャレンジ」。資料６、「地球温暖化に伴う気候変動の影響と取り組み」。資料７、「大規模

災害等に対する水供給システムへの被災状況と対応」。資料８、「施設の老朽化対策と適正

な維持管理」。資料９、「社会情勢の変化（参考資料）」。以下、若干の参考資料を机上に配

付させていただいております。 

 以上でございますけれども、配付しております資料に乱丁や配付漏れ等ございませんで

しょうか。よろしゅうございますか。 

 では、早速ですが、本日の調査企画部会を開会させていただきます。議事に入ります前

に、幾つかご報告申し上げます。 

 まず、本日は定足数の半数以上のご出席をいただいておりますので、国土審議会令第５

条第１項及び第３項の規定に基づき、会議は有効に成立しております。本日は、小泉委員、

櫻井委員、清水委員、田中委員、槇村委員、松橋委員は所用のため、ご欠席との連絡をい

ただいております。三村先生におかれましては、所用がございますので、途中でご退席さ

れる予定になっております。 

 また、本日の会議は公開で行っており、一般の方にも傍聴いただいておりますこと、議

事録についても、各委員に内容をご確認いただいた上で、発言者名も含めて公表すること

としておりますことをご報告申し上げます。 

 また、一般の傍聴者の皆様におかれましては、会議中のご発言は認められておりません

ので、よろしくお願いいたします。会議の進行の妨げとなる場合は退出をお願いすること
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になります。 

 それでは、会場内の撮影はここまでとさせていただきます。報道のカメラの方はご退室

願います。 

 それでは、これからの進行につきましては沖部会長のほうでよろしくお願いいたします。 

【沖部会長】  それでは、本日の議事に入ります。議事１、２、３に分けて説明しても

らうようにいたします。さらに、議事２につきましては２つ、議事３につきましては３つ

に分けて説明していただこうと思います。その都度、質疑応答、意見交換を行い、議論の

整理をしてまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 また、議事２につきましては、委員からのプレゼンテーションをお願いしております。

限られた時間ではありますけれども、効率的な進行に努めていきたいと思っておりますの

で、ご協力をよろしくお願い申し上げます。 

 なお、皆様、お手元に資料１から９までございますとおり、大変たくさんの充実した資

料が準備されておりますので、議事の進行次第では、後ろのほう、次回に回すということ

にしたいと思いますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 それでは、まず議事１、第１回調査企画部会委員意見への対応について、今後の審議ス

ケジュールも含めまして、事務局から資料の説明をお願いしたいと思います。よろしくお

願いいたします。 

【海野水資源計画課長】  資料２をごらんください。今回は、「社会情勢の変化」という

ことで、地球温暖化に伴う気候変動の影響と取り組み、以下、３つのテーマについてご審

議をいただきたいと考えております。 

 それでは、資料３を続いて見ていただきたいと思いますが、前回、委員の皆様からいた

だいた意見への対応を、資料３に４つに分類してまとめております。 

 １ページ、検討する内容がどのように使われるのか、何を論点とするか、水資源開発促

進法の見直しと、その取りまとめへの記載についてでございますが、２ページに検討の流

れを示しております。部会での検討は、右側の「とりまとめの方向性」に、ウォータープ

ラン、フルプランと水資源計画のあり方と見直し、関連法制度のあり方、具体的な取り組

みについて活用してまいりたいと考えております。 

 論点は、真ん中の枠に３点示しております。リスク発生時を含む水の安定供給をどのよ

うに考えていくのか、低炭素社会に向けた取り組み、エネルギー問題の取り組みなど、ど

のように考えていくのか、世界の水問題への国際貢献、水インフラ技術の国際市場の戦略
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的な展開などをどのようにすべきかについて、ご審議いただきたいと考えております。 

 続いて、水資源開発と水三法とのかかわりについては３ページに示しております。特定

多目的ダム法が制定されましたが、それだけでは不十分で、水資源開発促進法では、広域

にわたる複数の関係者間の合意形成の促進、そして、水資源開発公団法では、事業の中心

となる公団の創設。旧河川法の改正では、水利用が競合する場合の利水の規定を設け、水

三法により本格的な水資源開発ができる環境が整えられております。 

 続いて４ページでございますが、ウォータープランとフルプランとの関係、また、ウォ

ータープラン２１のレビューについてのご意見でございました。これは５ページになりま

す。 

 ５ページに、ウォータープランとフルプランの関係について整理しております。計画の

根拠では、ウォータープランは、国土総合開発法に基づく全国総合開発計画のフレームに

合わせて策定した計画であり、法定計画ではございません。一方、フルプランは、水資源

開発促進法に基づく法定計画となっております。 

 計画の枠組みでは、ウォータープランは、全国の水需給の見通し、水資源政策の今後の

目指す方向と施策を示しており、都道府県の指針となっております。フルプランは７水系

についてのものでございまして、関係は、最後のところになりますが、ウォータープラン

に基づいて策定された各都道府県の水資源計画は、フルプランを含む地域では両計画の整

合が図られているという関係となっております。 

 ６ページに、ウォータープランのレビューでございますが、ウォータープランについて

は、「持続的発展が可能な水活用社会の構築に向けて」というビジョンを提示し、右側に示

しておりますが、３つの基本的目標を示しております。 

 ７ページから９ページは、それぞれの基本的目標のもとに施策項目、取り組み状況、継

続的な取り組み課題を示しております。 

 ７、８ページにつきましては、１つ目の基本的目標である持続的水利用システムの構築

についてのレビューをしておりまして、７ページは、施策項目が水利用の安定性の評価と

その確保についてレビューしております。８ページでございますが、水に関する危機対策、

良質の水の確保、水資源とエネルギー消費について、それぞれ取り組み状況、今後継続す

る課題について示しております。 

 ９ページでございますが、２つ目の基本的目標である水環境の保全と整備、３つ目の基

本的目標である水文化の回復と育成について同じように取りまとめをしているところでご
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ざいます。 

 続いて１０ページでございますが、平成２０年度に取りまとめた総合水資源管理と今回

の議論との関係については、次の１１ページ、１２ページに示しております。中間取りま

とめの内容を確認しつつ、新たなリスクや顕在化する課題を含め議論をしていきたいと考

えておりまして、１１ページは取りまとめた総合水資源管理の内容を示しております。理

念と基本目標のもと、基本方針の策定、水系の指定を行い、総合水資源管理協議会におい

て、総合水資源管理基本計画の策定を行うとしたものでございます。その計画の内容につ

いては、真ん中の枠の中で１、２、３に示されております。 

 １２ページでございますが、施策項目では、施設の整備及び運用並びに維持管理、水利

用の円滑化・効率化、以下示されているとおりでございまして、右側に、中間取りまとめ

以降、取り組み状況を示しております。この総合水資源管理計画につきましては、右側の

「新たな社会情勢の変化」、東日本大震災や笹子トンネル事故などを契機といたしまして、

東日本大震災後の国民意識に大きく変化があったことを踏まえながら、内容を確認しつつ、

矢印が示すような形で、今後の水資源政策のあり方について検討していきたいと考えてお

ります。 

 １３ページでございますが、これから審議していく内容がタイムスケジュールでどのぐ

らい先を見定めるのかということでございますが、１４ページには、国土のグランドデザ

インを示しておりますが、これによりますと、２０５０年を見据えております。 

 １５ページになりますが、インフラ長寿命化基本計画では、２０３０年を見据えた計画

となっております。 

 １６ページには、各省庁の長期計画と目標年を示しております。１０年先のもの、５０

年、１００年先のものがあり、今後どのように考えていくのかは審議をいただきたいと考

えております。 

 １７ページでございますが、経営学では、幅という考え方が入ってきているということ

で、それに関連したものにつきましては、今回、資料７に整理しましたので、今回での審

議をいただくとともに、「幅を持つ」という言葉につきましては、今後審議の中で意味づけ

をしていただきたいと考えております。 

 １８ページでございますが、アセットマネジメントの考え方、施設の適切な維持管理に

対しましては、事例につきまして資料８で今回説明いたしますので、審議いただきたいと

考えております。 
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 １９ページになります。渇水に対するリスク管理や気候変動へのリスク管理の適用など

につきましては、２５ページ、２６ページで説明させていただきたいと思います。 

 ２０ページでございますが、再生水、雨水、地下水等の導入や利用、渇水時に、料金を

支払わない人まで使用することにつきましては、整理した上で今後審議をいただきたいと

考えております。 

 また、水質の議論につきましても、取り組み事例等を整理した上で、今後、審議をいた

だきたいと考えております。 

 ２１ページになります。水力発電などクリーンエネルギーの今後の取り扱い、取配水系

統の最適化につきましても、整理した上で、今後審議をいただきたいと考えております。 

 ２２ページでございます。経験したことのない可能最大渇水というものを想定し、その

対応を考えていくべきとのご意見に対しましては、ハード、ソフト対策について整理をし

た上で審議をいただくとともに、今回、スーパー渇水という考え方を出させていただいて

おりますので、ご審議いただきたいと考えております。 

 ２３ページになります。高齢化社会における水需要の原単位、需要の平準化、水需要の

前提となる人口動態における推計の考え方については、整理した上でご審議いただきたい

と考えておりますし、２４ページの季節による人口移動の実態につきましても、調査した

上で、今後審議をいただきたいと考えております。 

 渇水のない社会に向けた対応が課題とのご意見に対しましては、２７ページで渇水対策

の体系を示しております。また、経験したことのない渇水の対応につきましては、本日を

含め、今後ご審議いただきたいと考えております。 

 ２５ページでございますが、渇水に対する安全度につきましては、計画供給量は、原則

として、計画時点における１０カ年の第１位相当の渇水時の供給能力としております。上

の図１は、１０カ年の河川流況に対しまして、一定需要量を満たすために必要なダムから

の補給量、青い部分の面積を年ごとに順位づけしたものでございます。 

 下の図２は、図１の順位で並べかえたものでございまして、１０年で一番厳しい渇水に

対応するためには、Ａの補給水量を確保できるダムが必要となります。これが利水安全度

の１０分の１、１０カ年で１位の渇水年に対する計画ということとなります。 

 ２６ページでございますが、左側は、ダムが計画された当時に比べ降雨総量が減少傾向

であり、開発水量を安定的に供給することが困難なことから、近年、２０分の２の渇水年、

近年最大渇水年における供給能力を安定供給可能量として評価しております。右は、緑の
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部分、ダム貯留量が近年、計画時に比べ減少。日々、不足が生じないようにするために実

力が低下することを示した模式図でございます。 

 ２７ページでございますが、総合的な渇水対策の体系を示しております。緊急時の対策、

中長期的な対策に分かれ、中長期的な対策では、需要側と供給側に分かれ、それぞれ各施

策から成り立っているところでございます。 

 ２８ページでございますが、国土の強靱化が議論されている中、レジリエンスという考

え方に対してでございますが、レジリエンスを含め整理した上で、「幅を持つ」という言葉

につきましては、今後、審議の中で意味づけをしていただきたいと考えております。 

 ２９ページでございますが、水系指定や計画単位についてでございます。また、３０ペ

ージにつきましては、フルプランの今後の目的につきましては、整理した上で今後審議を

いただきたいと考えておりまして、今回を含め、それぞれ整理した上で皆様方にご審議を

いただきたいと考えております。 

 以上でございます。 

【沖部会長】  ありがとうございます。膨大なコメントを上手にまとめていただいたと

思いますが、前回言ったのに載ってないとか、あるいは、この点がよくわからないといっ

たご質問、ご意見等ございましたら、よろしくお願いいたします。いかがでしょうか。 

【三野特別委員】  １つ質問をお願いします。 

【沖部会長】  はい、お願いします。 

【三野特別委員】  ３ページの水三法との関連ですが、水資源開発公団法も旧河川法、

「旧」って書いてある、改正されているわけですよね。その動きと、ここでの議論ですが、

例えば、旧河川法、新河川法では新たに環境も入っていますが、この水資源開発のほうで

は環境という扱いをどういうふうに、あるいは、水利権そのものの扱いが変わってないか

どうかということなんです。水資源公団も水機構になりましたので、その辺との関連とい

うのは、ここでの議論に関係がないのかという意味でした。私自身の思いは、そういう意

味で、前回、質問したつもりです。 

【沖部会長】  まとめて、お答えいただくことにします。 

 ほかにございますでしょうか。 

 ないようでしたら、今の三野委員のコメントにつきまして、返答願います。 

【海野水資源計画課長】  今後の水資源政策のあり方を考える上では、今言いましたよ

うに、河川法あるいは水資源機構法、あるいは水資源開発促進法、それぞれ関連している
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と考えております。ここでの議論は、水利用のあり方で、水利権についてのご意見も出て

くるであろうし、また、環境についてのご意見もあろうかと思いますので、そういったも

のを具体的に実現する方策につきましては、いろいろな手法があると思いますので、法律

の話もあるでしょうし、具体的な計画もありますので、そういった中でご議論いただけれ

ばと考えております。 

【沖部会長】  ありがとうございます。三野委員の今のご質問は、河川法はその後、変

わっているのだけれども、水資源開発公団法は水資源機構法になっただけなのか、中身は

この５０年ほとんど変わってないのかという、そういうご趣旨だったと思うんですが。 

【海野水資源計画課長】  基本的には、どちらの法律も変わっておりません。河川法に

つきましては、平成９年に環境が取り入れられておりますが、水資源開発促進法と水資源

機構法につきましては変わっておりません。 

【沖部会長】  わかりました。ありがとうございます。 

 お願いします。 

【越智水資源部長】  水資源部長の越智でございます。 

 旧河川法というか、平成９年に河川法については、環境が組み込まれたりとか、いろい

ろ改正されています。水資源開発公団法自体は、独法改革の中で水資源機構法になって、

その中で幾つか、新規の水資源開発は行わないとか、国土交通省の一般監督権限が整えら

れたとか一部変わっていますけれども、骨格的なところはそのまま。 

 それから、促進法につきましては、いわゆる従属的な変更があった部分で、基本的には

あまり変わってございません。 

【沖部会長】  ありがとうございます。 

 それでは、次の議題に移りまして、委員の先生方からのご発表をお願いしたいと思いま

す。本日審議いたしますテーマに合わせまして、三村委員、増子委員より、水資源にかか

わる各分野の現状、課題等についてご説明いただきたいと思います。資料につきましては、

資料４、５をごらんください。 

 では、まず三村委員、お願いいたします。 

【三村専門委員】  おはようございます。それでは、気候変動に関する最新の知見につ

いて報告をさせていただきます。 

 まず前提で、ＩＰＣＣが現在、第５次の評価報告書をつくっているというのはご存じだ

と思うんですけれども、今年の９月の終わりに第Ⅰワーキンググループ、温暖化の科学に
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関する報告のサマリーが発表されました。それから、第Ⅱワーキンググループというのは、

影響・適応・脆弱性というものなんですが、これは３月の終わりに横浜で最後の全体会議

があって、公表されます。それから、４月に、今度は温暖化の緩和、排出削減対策、それ

に関する報告が出されて、それら全部をまとめて、統合報告書というものが１０月に出さ

れる。ですから、報告書サマリーは一遍に出るんじゃなくて、こういうふうに飛び飛びに

出てきて、ワーキンググループⅠ、Ⅱ、Ⅲ、それぞれの報告書本体は１,０００ページから

１,２００ページぐらいの分厚い英語の報告書なんですけれども、それらがきちんと印刷さ

れるのも来年ということです。現在は、最初の第Ⅰワーキンググループのサマリーが報告

されたので、その点を今日は紹介したいと思います。 

 第Ⅱワーキンググループでは、３０章という非常に膨大な内容で書かれているんですけ

れども、第３章の水資源は沖先生がまとめ役の執筆者、第１５章の適応策の部分は私、第

２４章のアジアの部分は、国立環境研究所の肱岡先生がまとめ役をされている。ですから、

今日のこの話は沖先生がやられたほうがよかったかもしれませんが、報告させていただき

ます。 

 まず前提ですけれども、将来が問題だと思いますので、将来のことだけに焦点を絞って

お話ししようと思いますが、この第５次報告書で用いたシナリオは、ＲＣＰ、代表的濃度

経路、Representative Concentration Pathwaysというものになっています。それで、縦軸

は温暖化をもたらす力の強さをあらわしていまして、このＲＣＰ２.６というのは、グリー

ンの線で今世紀末に炭酸ガスの濃度が４１２ppmになる。そういうような濃度経路をたどる

と、この線になります。この中で仮定した一番強い温暖化をもたらすのはＲＣＰ８.５で、

温暖化をもたらす力が８.５というものは今世紀末までに９３６ppmになるということです。 

 ちなみに、今年の５月にハワイのマウナロアで観測されたＣＯ２の濃度が４００ppmを初

めて超えた。それから、産業革命の前は２８０ppmだったというのが現在の認識です。 

 それに基づいて、全球平均気温を予測すると、先ほど言いましたＲＣＰ２.６から８.５

までの間で、今世紀の半ばにはこれぐらい上がります。それから、今世紀の終わりまでに

は１.０から３.７℃、それもこの程度の幅を持っているということが述べられています。 

 海面上昇も今世紀末には０.４から０.６３ｍということなんですけれども、これは見る

と、第４次報告書と比べて、ちょっと気温が下目に出ているんじゃないかと思われるかも

しれませんが、基準年が変わっています。今度の報告書では、最近を基準年にしているも

のですから、第４次報告書で基準にした年と比べようとすると、プラス０.１１度上げなき
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ゃいけない。さらに、１９世紀末と比べるためには０.６１度、つまり、既に２０世紀の間

に０.６１度の気温上昇があったことを前提にして予測がされているということです。 

 海面上昇の幅は、前回よりも上がっております。それはなぜかというと、前回はグリー

ンランドとか南極の氷が不安定化することについては、科学的に確かじゃないということ

で評価から外してあったんですけれども、それについて科学的な知見が増えたということ

で、それが加わった。ですから、今世紀末に最大海面上昇が８２センチになりますという

のは、一番温暖化が進むと仮定した濃度経路の中の最大の値が８２センチということにな

っているわけです。 

 そのときの世界的な温暖化の進展を見ますと、こちらがＲＣＰ２.６、こちらがＲＣＰ８.

５ということですから、見ていただくと、例えば、ＲＣＰ８.５では、北極圏での昇温、大

陸内部での昇温が顕著だということがわかります。 

 問題の雨ですけれども、ＩＰＣＣの報告書では、過去どうだったかということも評価さ

れておりまして、１９５１年から２０１０年まででは、ブルーの色が雨がたくさん増えた

地点、茶色系が逆に降水が減った地点をあらわしています。そう見ますと、日本のあたり

も若干減ったと。これは気象庁の統計でもそういうふうに出ているわけですけれども、そ

ういうことになっています。 

 さて、将来ですけれども、ＲＣＰ８.５というのは非常に大きく温暖化が進むという結果

になっているわけですけれども、端的に傾向をあらわすので、こちらで説明しますと、今、

多雨地域になっているところはさらに多雨になる。それから、現在、渇水傾向にあるとこ

ろについては非常に渇水になる、そういうような方向にあるということです。北東アジア

については、やや雨が増えるというような方向の予測になっています。 

 それで、ちょっと言い忘れたんですが、例えば、オーストラリアの東海岸では、過去３

０年間に４０％降水が減っておりまして、それがトウモロコシとか小麦とか、そういうよ

うなものの減収につながっているというのは世界的にもよく知られているところです。海

面上昇は、先ほども言いましたように、低い温暖化、高い温暖化に応じて、前回よりも上

向きに修正されたということです。 

 この図は簡単に紹介したいと思うんですが、今回取り入れた結果の中で、個々のシナリ

オではなくて、今まで、１８７０年から人類が炭酸ガスをどれだけ排出してきたか、その

排出の累積値でどれだけ気温上昇が予測されるかというまとめ方をしたということです。

そうすると、上の線がそうなんですけれども、どのシナリオを通っても大体同じような線
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になって、温暖化が進む予測は累積排出量が多くなるわけですから、この線がさらに伸び

るということです。ですから、累積値で議論をすることもあり得るんじゃないかというよ

うなことが、この図から出てくるわけです。 

 主要なメッセージは、ここにまとめてあることなんですけれども、１つだけ、先ほど言

わなかったことで２番目の点なんですが、海洋の温暖化が明らかということが、今回、非

常にはっきり書かれています。温暖化ですから、地球のどこかにに熱がたまると。今まで

温暖化というのは大気で見られていて、気温が上昇すると言われていたんですけれども、

実はこの間、地球が吸収した熱の９０％以上が海洋に蓄積されているということです。海

洋は２０世紀の後半以降、一貫して蓄熱量が上昇しているというのが、詳細な解析によっ

て今回明らかにされたというのが非常に大きな特徴です。 

 日本の傾向については、ＩＰＣＣは別に日本ではどうなるということははっきりとは教

えてくれません。日本ではいろんな研究機関が非常に熱心に研究をされていて、その成果

が今年の３月に、気候変動の観測・予測・影響に関する統合レポートというのが気象庁と

文科省、環境省の３省庁のもとでまとめられました。ここにホームページが書いてありま

すので、ここからダウンロードできますけれども、その中の降水に関するものを拾ってみ

ますと、日本の平均水量の変化は同じか若干減り気味ということです。ところが、強い降

水の日数というのは明らかに増えている。これは、いろんなところで、もう既に指摘をさ

れているとおりです。同時に、日降水量が１ミリ以上の日数が減っているということは、

降水の全体量は変わらないんだけれども、強い雨が降る傾向にあって、それに合わせて無

降雨期、つまり雨の降らない日数が増えている。両極端なほうに現象が離れていくという

形になっているということです。 

 降雨の将来の予測については、日本についてもいろいろされているんですけれども、左

側の図は将来予測を示したものですけれども、若干上がり気味。これは、ＩＰＣＣの先ほ

どお見せした傾向とも合っています。ところが、地域分布を見ますと、先ほど出ておりま

す年超過確率１０分の１に対応する渇水流量というのを見ると、東北から北海道にかけて

は増加する。１というのは現在と同じということですけれども、南西日本については、そ

れが減少することが予測されている。これは、京都大学でやった１つの例なので、これが

全てということではないと思うので、十分注意をして見る必要がありますけれども、そう

いうようなものが示されています。 

 まとめですけれども、多くの国民の方が実感されているように、最近の気象は極端化、
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あるいは場合によっては凶暴化している。温暖化がなければ、これほどの極端化は起こら

なかったでしょうから、温暖化の影響は明らかにあらわれつつあって、今後も拡大する可

能性が大きい。 

 豪雨と渇水の両方に偏る傾向がある。しかし、どこでどの程度の偏りが生じるのかとい

うことに関する確定的な予測は難しい。水資源ではないんですが、豪雨とか台風の災害で

は、予測される、あるいは考え得る最悪のシナリオをターゲットにした研究が今行われて

います。これは、確率は非常に小さいんだけれども、モデルなどを使って計算して、物理

的に起こり得る最悪の場合を想定する研究なんですけれども、それが想定できたとして、

それに対応する施設をつくろうとすると、膨大な施設になるわけです。ですから、それに

対して全て施設で対応するのは非現実的だと。最悪、何が起こるのかというのに関する想

定を科学的にやるのと、さて、それに対して我々はどういうふうに対応すべきという対応

の哲学が必要になる。これは、津波などの経験で、Ｌ１、Ｌ２というレベルのことなる外

力が想定がされたのと非常に似ていると思いますけれども、水資源についても同様のこと

を考える必要があるのではないか。 

 それから、今の場合は温暖化に対する適応と呼びますけれども、水資源の賦存量と同時

に、社会的変化の影響が非常に大きい。人口が減少するとか、産業構造の変化というよう

なことがあると思います。そうすると、今、決め打ちで、将来の最悪シナリオに対応した

施設を整えて、それが将来の社会的な需要にどう対応するか、社会的な需要の変化はどう

なるかというようなことが必要でしょうから、ある意味では、数年置き、あるいは１０年

置きぐらいに見直していく順応的な対応や需要側のマネジメント、あるいはＩＰＣＣの中

では、セーフティーマージンと呼ばれていますが、ここで今出た幅ですね。我々が、いざ

というときに、どれぐらいの対応力を持つかというようなことが重要になるんじゃないか

と思います。 

 簡単ですけれども、以上です。 

【沖部会長】  ありがとうございます。 

 それでは、ただいまの三村委員のご発表に関しまして、ご質問、ご意見などございまし

たら、よろしくお願いいたします。いかがでしょうか。 

 もし、どなたもないようでしたら、確認ですが、多分、東北日本から北海道にかけては、

年降水量も増えるし渇水流量も増えると。ところが、西南日本から関東にかけては、年降

水量は同じぐらいなのでしょうか。あまり変わらないのでしょうか。 
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【三村専門委員】  そうですね。この結果はそういうことを示しているということです。 

【沖部会長】  あまり変わらないけれども、渇水流量は少し減ると。 

【三村専門委員】  そういうことです。 

【沖部会長】  それは、先ほどの降り方が、雨が降るときに集中して降るし、というこ

とでしょうか。 

【三村専門委員】  そうです。 

【沖部会長】  雨の日数も減るし、あとは、雪が、この研究のモデルに入っていたかど

うか覚えていませんが、融雪出水の分も減ると、そういうことと思ってよろしいのでしょ

うか。 

【三村専門委員】  積雪については時間がなくて触れなかったんですけれども、このモ

デルだけではなくて、日本海側の積雪に関する詳細な予測をしようというプロジェクトが

ありまして、それによると、平野部での積雪は非常に少なくなる。ところが、言われてい

るほど、山岳地帯では、山岳というのは立山ですが、そういうところでは減らないんじゃ

ないか。そこは、いろいろ予測がありまして、積雪水資源が全体的に減るということは確

かなんですが、それもやっぱり地域差がある、そういう傾向です。 

【沖部会長】  なるほど。それは雪の降る量が増えるからなのか、それとも、２度上が

っても、山のほうは、どうせマイナス５度とか１０度だから融けないということなのでし

ょうか。 

【三村専門委員】  後者ですね。そのモデルによると、雪が降る量は全体としては減る

んですね。だけども、山の上では積雪量は減らない。そういうことなんですが、ところが、

最近の多雪の傾向というのは、温暖化が進むと、冬の間の冷気の張り出しが、夏、北極海

の海氷が溶けて、暖かくなるために、北極の冷気をとどめておく力が弱くなる。北極振動

が変化して日本に冷気が張り出してくるために逆に積雪が増えるとか、そういう、温暖化

すると冷たい空気の張り出しが増えてきて雪が増えるとか、そういうような議論もありま

すので、モデル自体がまだ、将来の現象をどこまで予測しているかということがあると思

うんですね。ですから、いろいろな議論があると思いますが、現在の認識では、日本海側

の積雪量は全体として増えるけれども、山にぶつかった場合には山の積雪はそんなに減ら

ない、そういう感じです。 

【沖部会長】  ありがとうございます。 

 ほか、ご質問いかがでしょうか。古米先生。 
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【古米専門委員】  スライドの７ページ目のところで、累積のＣＯ２の発生量自体が、

大ざっぱに温度上昇を捉えられるという図は非常にわかりやすいのですが、その中に２つ、

RCP rangeというのと、１％／yr ＣＯ２レンジという２つの帯がありますけれども、それ

らは、今の状態から毎年１％増えた場合の予測が灰色の線で、RCP rangeというのは、あく

までも将来予測をした場合の予測が幅を持っているという理解でよろしいですか。 

【三村専門委員】  そうです。これは１％、単純に伸ばしていったらどうなるかという

ことで、それがシナリオということじゃないんですね。言ってみれば、今からの温室効果

ガスの排出が１％ずつ伸びていくということを仮定したら、ずっと伸び続けると温暖化は

どうなりますかという話だと思うんですね。ＲＣＰも別に、これが現実的な想定だという

ことじゃなくて、シナリオですから、こういう経路をたどればということなんですね。で

すから、この濃度経路をたどるような社会経済の発展の仕方というのは複数あって、いろ

んな形で温室効果ガスが排出する。例えば、化石燃料がまだどんどん使われる。シェール

革命が起きて燃料転換は起こるけれども、相変わらずＣＯ２は伸びていく、あるいは、土

地変換によってＣＯ２の排出が増えるとか、そういういろんな要素がある。ＲＣＰが低い

場合は、低炭素的な発展経路を世界全体がたどるとすると、こういうような経路をたどる

んじゃないか。それを実現する社会の開発計画というのはいろいろあるけれども、こうだ

と。 

 一方、あんまりそんなことは気にしないで、どんどん、とにかく出しましょうというよ

うなことでやると、このＲＣＰが高い経路をたどります。そういう意味です。ですから、

１％というのは、あくまで参照ケースです。 

【沖部会長】  ありがとうございます。 

 それでは、次に増子委員からご発表、よろしくお願いいたします。 

【増子特別委員】  東京水道サービスの増子ですが、この夏まで水道局長をしておりま

したので、今、東京都水道局が取り組んでいることをご紹介したいと思います。 

 東京水道の経営方針ということで、「お客様に喜ばれる水道にしよう」というのを掲げて

取り組んでおります。具体的には、地震が来ても水道が使えて、ほんとうによかったとか、

蛇口から安全でおいしい水が出て、ペットボトルとかサーバーセットとか買わなくてもほ

んとうにありがたいということだとか、それでいて水道料金はそんなに高くないだとか、

あるいは渇水になっても水道が使えるだとか、こういったことを目標にやっていきましょ

うということでやっております。 
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 最初、水源のお話からなんですけれども、これは去年の利根川水系の貯水量のグラフで

あります。東京水道、８割が利根川・荒川水系に依存しておりまして、ご承知のとおり、

去年、８月の初めにはダムは満杯でありましたけれども、９月の初めには非常に低下して、

取水制限に至るという形になりました。あるいは、平成６年の青色の線ですけれども、こ

れはここまで低下しまして、あと２週間で底をつくような状況に陥ってしまいました。ま

た、今年も春先からの少雨で非常に心配された状況がありました。 

 これは何かといいますと、やはり貯水量の絶対量が不足しているということであると思

います。前回もお話ししましたけれども、今、水利権を取得して、それが足りないとか余

っているとか、そういう時代はもう過ぎ去っております。そういう水利権云々ではなくて、

貯水量そのものが十分なのかどうかというところに焦点が移ってきていると思っておりま

す。 

 東京水道は、利根川以外、大体２割を多摩川水系に依存しております。多摩川の上流で

は、小河内貯水池、奥多摩湖、ここが１億８,０００万トンの容量を持つ大きな貯水池であ

りますけれども、こういった上流の水量、水質を守る取り組みをしております。１００年

前から、水道水源林という、水色の緑っぽい部分ですね、この部分を東京都水道局が直接

所有して管理をしております。こちらの水源林というのは非常に管理が行き届いて、ふか

ふかの土壌になって、時間１００ミリ、２００ミリの雨が降っても土砂が流出しないよう

な、すばらしい森になっております。一方、この茶色の部分は民間の森、民有林でありま

す。こちらは、写真にありますように、根がむき出しになって、雨が降ると土砂が流出し

てしまいます。台風などが来ますと、奥多摩湖が濁って、半年間もその濁りが続くという

状況があります。また、あまりに濁りがひどいので、水道施設を長期にわたって停止しな

ければならないという状況もあります。 

 そこで、この民有林について、東京都が直接所有して管理していこうということで、民

有林の購入を始めております。今年には、対象は１万６,０００ヘクタールありますけれど

も、大体１,０００ヘクタールほどは買える見込みであります。所有者が代がわりをしてい

まして、境界の確定が非常に難しい状況ですけれども、ようやく買えているという状況に

あります。この土地代については、相場で買うことになっておりますので、平米１００円

という、ヘクタール１００万円という形ですけれども、その上の立木、木が生えている、

その部分についても価格を見るということで買収を促進しております。海外資本の買収で

昨今話題になっておりますけれども、今、日本全体で海外資本が買っているのは千何百ヘ
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クタールという規模でありますので、それに見合うぐらいのものは近々には買えるという

状況であります。 

 ただ、先祖代々から引き継いで手離したくないという、そういった森については、ボラ

ンティアで手入れしております。多摩川水源森林隊というものを、もう１０年前から組織

しておりまして、そのボランティア隊員が１,０００名を超えております。今までの活動回

数は、１,４００回ということで、毎週水曜日と土曜日と日曜日、週３回、毎回２０名ほど

ですけれども、取り組んでおります。もう３００回、５００回を超えているようなベテラ

ンの隊員も多く出ております。こういったところでの民有林の再生もやってきております。 

 次は水道施設であります。浄水場は需要の拡大した昭和３０年代から４０年代に大量に

つくってまいりました。その経過年数が５０年、６０年という形になろうとしております。

更新の考え方でありますけれども、こういった更新を遅らすとすると、将来、浄水場が停

止したり、あらゆるリスクが増えてまいります。せっぱ詰まって一気に更新するとなると、

工事中の大幅な能力低下、それと莫大な財源不足に直面するわけであります。今、投資を

抑えると水道料金を下げることができますけれども、そうすると今のお客様は喜ぶわけで

すけれども、必ず将来に禍根を残します。水道というのは、将来、絶対になくならないも

のでありまして、将来のお客様に対しても、我々、公的なインフラ事業者は責任を持って

いるという気持ちで取り組んでおります。 

 次は、実際の浄水場の更新であります。浄水場の能力自体は結構ぎりぎりであります。

更新するとなると、そこを壊してやるわけですけれども、能力が下がると非常に不安定な

状態になりますので、あらかじめその分を、ほかの浄水場を整備して、能力をアップして、

それで壊しにかかるということであります。東京都の場合でありますと、東村山浄水場と

いうのがありますが、同じ水系の武蔵境にある境浄水場、こちらの能力を増強する。金町

浄水場についても、すぐそばの三郷浄水場を増強いたします。それぞれ数百億円の事業費

がかかるわけですけれども、こちらに今、取り組んでいるところであります。そのほかの

浄水場も全て同じような形で、順繰り順繰り更新していきますと、全部終わるのに６０年、

１兆円の事業費を想定しております。また、６０年たつと、最初につくったものがまた更

新を迎えるということで、更新は永遠に続くという認識で取り組んでおります。 

 次は、浄水場から出た水を送る送水幹線です。こちらも、この間の東日本大震災では、

仙台の大口径の管が外れてしまい、長期にわたって断水が起こりました。東京の水道の管

も大分古くなってきておりますので更新をしなければなりませんが、更新するには、止め
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なきゃいけない。ですが、止めると断水になるので、やはりあらかじめ、もう１本つくっ

ておくという二重化、あるいは、他から水を回すネットワーク化、これに取り組んでおり

ます。今、点線で描いてありますところの整備に、取り組んでいるところであります。そ

のほかの幹線も同じように、二重化、ネットワーク化をこれから図ってまいります。 

 次は水質の面でありますけれども、高度浄水処理に取り組んできております。２５年前

から工事を始めて、ようやく今年、利根川水系が１００％高度浄水になりました。１０月

に達成いたしました。高度浄水といいますのは、オゾン処理と生物活性炭処理を追加した

ものでありまして、オゾンの強力な酸化力でにおいなどの有機物をばらばらに分解いたし

ます。高分子を低分子化するわけです。そうしますと、次の生物活性炭の中に生物がわん

さといます。スプーン１杯の活性炭に１０億個もの生物がすみついています。その生物が

低分子化された有機物を食べて、二酸化炭素と水に分解するという仕組みであります。そ

ういったもので、ほんとうにきれいな水によみがえるという形になります。 

 この高度浄水を１０月に１００％達成したわけです。これは去年の調査でありますけれ

ども、お客様満足度調査というのを毎年やっておりますが、今の水道水、飲み水としての

水質に満足しているかというのを伺いますと、半分ほどが満足で、まだ不満足というよう

な方が実際にいるわけでありまして非常に残念であります。右側のグラフでその内訳を見

ていきますと、高度浄水処理を知っている人は、水質に７割も満足しているんですけれど

も、知らない人は４割にしか満たないということです。そういった仕組みを知っていると、

あっ、何か、いいことやっているなということで信頼感が増すというようなことだと思い

ます。やっぱりＰＲが非常に大事であると思います。 

 そこで、数年前から飲み比べキャンペーンというのをやっておりまして、実際の水道水、

蛇口からくんだものと市販のミネラルウォーター、こういったものを、どちらが水道水と

言わずに、「どちらがおいしいですか」ということでアンケートをやっております。今年は

５万人のお客様にやっていただきました。非常に大変な作業でありますけれども、でも、

実際飲んでみて体験すると、その違いがないということがはっきりわかる。水道水のほう

がおいしいという方が４８％、ほぼ全く同じであります。どちらが水道水かわからないの

が実態であります。いい水ですと、当然、残留塩素はちゃんと入っているんですけれども、

塩素の味はわかりません。水が汚いとカルキ臭いという形になりますけれども、水がきれ

いなので塩素が入っていることは全くわからない状況であります。こういったことを続け

ておるわけですけれども、やはり水道水はきれいになっても、イメージとして、水源が、
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あの川からとった水だというところがあると、どうしても満足度がもっと高くなっていか

ないという状況があります。ですので、最終的な目標としては、水源、日本の川の水をき

れいにするということが、我々の審議会に課せられた課題ではないかなと思います。上流

からとるということも可能ならば、それでも構いませんけれども、やはり昔のように、川

で安心して泳げるとか水遊びできるとか、この川だったらばほんとうに安心して水道も飲

めるというところを目指していくべきだなと思います。 

このたびの東日本の地震で、水道管が抜けました。抜けない水道管を阪神大震災の後か

ら採用して、今は、この管を一生懸命入れております。ただ、東京水道の延長は２万７,

０００キロありますので、まだ、その耐震継手管になっているのは３割にしか満たない状

況であります。これを今までよりも倍のスピードで整備をしていこうということで、現在

取り組んでおります。優先順位をもって、大事な施設、避難所だとか首都中枢機関、医療

機関とか液状化が想定されるような地域、危ない地域を優先して取りかえをやっています。

１０年間で５,０００キロメートル、８,０００億円の事業であります。これをやってきま

すと、１０年後には、現在、３割の耐震化率が５４％になっていくということであります。 

 それと、いまのは道路の下に埋まっている配水管の話なんですけれども、今度は私道、

この緑の部分、私道には給水管という、各家庭にいっている細い管があります。給水管は、

公道の部分は全てステンレス管になって、耐震性も万全でありますが、私道の場合は弱い

塩ビ管であります。塩化ビニール管。こういったものをまとめて私道にも配水管を入れて、

そこからメーターまでステンレス管にするという事業に取り組んでおります。その配水管

の末端には、右の絵の丸ですけれども、消火栓と同じ構造の排水栓をつけるということで

取り組んでおります。 

 それと、震災時の消火、応急給水が大変な課題であります。消火栓につきましても、応

急給水の拠点として活用していこうということをやっております。また、消火栓ではない

排水栓、これは私道の末端などにあるものですけれども、こういったものは、消防庁では、

今まで使うということはなかったんですけれども、これも協定を結んで、排水栓も消火に

役立てようということで取り組んでおります。 

 この絵の下にある道具、スタンドパイプ、ホース、消火のノズルだとか、こういうセッ

トを２,６００セット購入して、自治体、地域に配るというのを進めております。住民、地

域自らが地震のときに、消防車は来ませんから、自ら消火栓のふたをあけて、スタンドパ

イプを差して、ホースでもって消火をする、応急給水をするというのをやろうということ



 -18-

で、現在、訓練も含めて都内各地で取り組んでおります。 

 次は電力の自立化です。停電になって水道が使えないというのはほんとうに情けない話

でありますので、自家発電の整備をしております。これまでの能力は需要の半分ぐらいし

か持っていませんでしたが、今回の震災をきっかけに、１つ、２つ浄水場が倒れても、ほ

かの浄水場で全量配れるようにということで、施設能力全部、自家発を持つんだというこ

とで取り組んでおります。現在、全部で１０万キロワットですけれども、これを倍増しま

す。それから、備蓄の自家発の燃料なども３日分は必ず持つようにと。また、都市ガスも

安全弁で持っておくということで、都市ガスが復旧したらガスでやっていこうということ

で進めております。 

 それから、地震のとき、停電になって、配水管が流れているのか、圧力があるのか、あ

るいは水質が濁ってないか、これは全くわからない状況でありました。テレメータとか自

動水質計器は商用電源を電源にしております。こういう小さいところでは自家発は持てま

せんので、バッテリーを３日分持つということで整備を進めております。 

東京水道はアースダムを３つ持っています。多摩川の羽村堰から取り入れた水を貯水池３

つで３,５００万トン貯水できます。今回の震災では、福島でアースダムが決壊して、７名

が命を奪われるという事態が発生しました。決壊しないように、このオレンジのところを

赤のように土を盛って、２つのダムはもう既に補強しました。これから村山上貯水池とい

う埼玉県を結んでいる道路が堤体の上を通っているダムについても補強工事にこれから着

手をしたいと考えております。 

 次に、地下水について一言触れたいと思います。多摩地区で地下水を、私ども、たくさ

んくんでおります。日量２０万トンという量をくんでおります。地下水をくむ前、昭和３

０年代までの地下水位は標高５０メートルラインで、非常にふんだんに水がありました。

それが自噴をしていたのが、ご存じのとおり、井の頭公園池、善福寺池、三宝寺池、ある

いは国分寺の崖線とかであります。こういった自噴があったわけでありますが、その後、

多摩地区で水道用に井戸をたくさん掘ってくんだために、急激に水位は低下しまして、四、

五十メートルぐらい低下したんでしょうか、各地で地盤沈下が起きまして、その後、東京

水道がそれを引き継いだわけであります。現在の地下水位は揚水量を抑制してきています

ので、標高が２０から３０メートルのラインまで来ております。大分上がってきておりま

すが、それでも、昔に比べてまだ二、三十メートル低い状況です。地下水は、渇水のとき

には非常に頼りになる水源でありますので、もっと保全して、蓄えておいて、水位を上げ
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て、いざというときにたくさんくめるようにしていきたいなと思っております。 

 また、表層の浅層の水が井戸のケーシングから中に入り込んで汚染するというのもあり

ますので、中のケーシングの水位を高めて汚染を予防するという点でも、地下水位をもっ

と上げていかなければいけないと考えております。 

 次は、エネルギー削減であります。浄水場から蛇口までの間、圧力がかかっていればエ

ネルギーロスはあまりありませんけれども、給水所とビルの貯水槽で圧力解放して、また

エネルギーをかけているという点でロスがあります。これを何とかしたいということで取

り組んでおります。 

 １つは、給水所の配水池であります。配水池は需要の変動を吸収する、夜蓄えて昼間出

すというので、必ず水を配水池に入れなきゃいけないわけですけれども、左から流れてく

る圧力を持った水を直接ポンプをかけて配るということと、池に入る水については水力発

電をするということで、この２つでもって極限まで、もとの圧力を利用するということで

取り組んでおります。 

 それと、ビルやマンションの貯水槽です。これらの貯水槽については直結給水への切り

かえを進めております。貯水槽を通さないので直接新鮮な水を飲めて、貯水槽のスペース

が有効に使えるだとか、あるいは、点検・清掃代が、たとえば３０世帯のマンションです

と年間９万円とか、電気代が１３万円、これらを合わせると年間２２万円削減できますの

で、仮に工事が１００万円かかったとしても、５年でもとを取れますよというような具体

的な数字の提供を進めております。 

 また、直結給水については、左のほうから、３階建てまではできていましたが、その上

については増圧ポンプで直接圧力をかけていきます。今は、これ、超高層でもできます。

ポンプを直列につないで、幾らでも高く給水できます。もとの水道の圧力がある場合には、

ポンプなしでもって、こういった特例直結という形もあります。今、新築のビルやマンシ

ョンでは９７％が直結給水で、貯水槽を持つ病院などの建物はごくわずかであります。し

かも、特例直結というポンプをつけないのがそのうちの８割ということで、ポンプをつけ

なくても十分な水圧があるところではつけないという形で進めております。 

 また、現在の貯水槽については、滞留を短くするために、水位を下げるという方法があ

ります。現在、すべてのお客様を回って、指導、お願いをしてきているところであります。 

 次は、監理団体と連携した効率的事業運営であります。東京水道がやっている東京都の

水道事業の技術系業務については水道局が半分やって、もう半分は東京水道サービスがや
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っているというようなことで効率化を図っております。昔は、水道局と市町を合わせて９,

０００人ほどいましたけれども、民間に委託をするなどで効率化して、しかし、公がやら

なければいけない業務については、水道局と水道局が出資した監理団体、合わせて６,５０

０名の体制で取り組んでいるということであります。 

 最後に少し海外の水道のお話をいたします。アジアでは本当に水に困っております。水

道がないところもまだいっぱいあります。しかも、水道があるところでも、圧力が低いも

のですから直接使えないということで、ポンプで屋上のこういったタンクに上げて、それ

で使っています。しかも、２４時間給水ができていないところも結構あります。ミャンマ

ーとかインドとかバングラデシュとかです。ミャンマーは、今年、２回行きましたけれど

も、浄水所がなくて、池の水をそのまま水道管で配っているという状況です。そういった

水でシャワーを浴びなければいけないというのは、ほんとうに気の毒な状況であります。 

 それと、漏水が非常に多い。５０％以上漏れているというような現状もあります。また、

メーターもついていない。あるいは、メーターが壊れているというようなことで、きちん

と測れていない。検針もきちんとされていないという状況があって、収入も非常に少ない

ということであります。水圧が低いものですから、みんなポンプでタンクに上げてしまう

ので、配水管が負圧になって、周りの汚水を引き込むような状況になっています。そうす

ると、例えば、浄水場で安全な水をつくっても、蛇口ではそれが汚染されて飲めないとい

う状況になります。こういったものを解決していきたいということで、我々は取り組んで

おります。 

 これは最後のスライドですけれども、まず人材育成で技術を習得してもらうということ

で、研修やセミナーなどをいっぱいやってきております。相手の国の信頼をかち取って、

それでまた次の段階に進んでいくということです。日本の企業も海外展開をするといって

も、まず信頼をかち取ってからですので、その日本企業の後押しをするという役割でも、

私ども、進めているところであります。 

 ちょっと時間オーバーしましたが、以上で終わります。 

【沖部会長】  ありがとうございました。時間の都合もございますけれども、せっかく

ですので、ご質問、ご意見ございましたら、どうぞよろしくお願いいたします。 

 三村委員、お願いします。 

【三村専門委員】  ありがとうございました。２ページ目の「１か月雨が降らないと急

減」というところなんですが、近年、深刻な貯水量の減少というのが起きているというの
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はよくわかりましたが、おっしゃったことは、貯水量の絶対量が足りないということだっ

たんですけれども、それは東京都の水の需要が増えているということを意味するんでしょ

うか。つまり、昔も同じような貯水量だったと思うんですが、それが今になって足りない

と言われている原因は、どういうところにあるんでしょうか。 

【増子特別委員】  貯水量は昔から足りなくて、しょっちゅう取水制限、給水制限など

をやってきております。今のところ、需要は横ばい状況であります。近県を含めて、それ

ほど昔と変わっていないと思いますけれども、やはり貯水量そのものが、利根川水系とい

うのは、もちろん水道用水にも使いますけれども、７割が農業用水だとかと言われていま

すので、そういったものの需要に対しては、この貯水量が少ないということだと思います。 

【三村専門委員】  わかりました。 

【沖部会長】  ありがとうございます。 

 ほか、いかがでしょうか。お願いします。 

【小浦特別委員】  今の続きですけれども、需要に対して貯水量が少ないといったとき

の量は、水道水の需要に対する量という概念なのか、東京都の中のいろんな水需要あるか

と思いますが、その他も含めた意味での貯水量という概念なのか、教えてください。 

【増子特別委員】  水道以外の需要というのは、東京ではありません。工業用水はもう

微々たるもので１％以下ですので。近県の農業用水と都市用水だということです。 

【小浦特別委員】  貯水量という概念で。 

【増子特別委員】  ええ。それが取水量で、河川の自然に流れているものとストックさ

れている貯水量、あわせて取水を賄っていると。 

【小浦特別委員】  貯水量が足らないという概念は、そういった需要に対して十分じゃ

ないということですか。 

【増子特別委員】  川の水量が減ってくると、ダムから補給して、こういうふうに貯水

量が減っていくわけです。もっとボリュームがあれば、減っていっても取水制限に至らず

に済むわけですけれども、全体の取水に対してのストックの部分が３億５,０００万トンし

かありませんので、この量が少ないということを申し上げたということです。 

【小浦特別委員】  現在の貯水量だと、年間のそういった変動に対するマネジメントが

うまく十分できない、そういう概念で良いのでしょうか。 

【増子特別委員】  川の取水がきちんとできるように、足りないときはダムから補給す

るということですけれども、補給するんだけれども、補給していくと、こういうふうにな
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くなってしまうので、あっという間に１カ月でなくなるほどのストックしか持っていない

ということです。 

【沖部会長】  よろしいでしょうか。 

【小浦特別委員】  はい。 

【沖部会長】  ほか、いかがでしょうか。木下委員、お願いします。 

【木下専門委員】  今のお話は、特に利根川水系について、いまだに暫定豊水水利権等

の不安定取水に頼っているから利水安全度が低いということをおっしゃっているんですね。 

【増子特別委員】  私が言っているのは、暫定取水とか、そういう水利権の話ではなく

て、実態として、この首都圏で３億５,０００万トンしかないのを、みんなで使っていて、

それで少なくなっていると。これは、水利権が安定化しようが何しようが、この現実が変

わらない限りは変わりません。 

【増子特別委員】  私が言っているのは、暫定取水とか、そういう水利権の話ではなく

て、実態として、この首都圏で３億５,０００万トンしかないのを、みんなで使っていて、

それで少なくなっていると。これは、水利権が安定化しようが何しようが、この現実が変

わらない限りは変わりません。 

【沖部会長】  よろしいでしょうか。 

 お願いいたします。 

【児玉専門委員】  八ツ場ダムをつくるという話がまたありますけれども、これから貯

水量が増える見込みというのはどれぐらいあるんでしょうか。 

【沖部会長】  これは、水資源部のほうで把握されている数字がありましたらよろしく

お願いいたします。 

【海野水資源計画課長】  個々の話になりますので、すぐ出てまいりませんけれども、

資料３の２６ページ、いろいろと議論ありまして、貯水量の話が出ていましたけれども、

まず、ダムとしては器ができているわけであります。器ができているんですが、近年の少

雨化傾向を考えますと、昔はダムの器に満杯にたまっていたものが、近年たまらない。で

すので、取水制限なり、そういった形になっている状況があることが１つ。もう一つは、

八ツ場ダムの話ございましたが、利根川・荒川水系で申し上げますと、施設が完成したと

しても、計画需要に対する供給量はまだ達成できないという認識でおります。 

【沖部会長】  ほか、いかがでしょうか。三野先生。 

【三野特別委員】  大変わかりやすく説明いただいたんですが、高度浄水処理というの
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は、これは水道の水質基準を、飲み水という非常に質の高いものに全部置きかえる。飲み

水の割合というのは、今、飲用水ですね、雑用水に対してどれぐらいの割合なんでしょう

か。 

【増子特別委員】  飲み水はごくわずかであります。 

【三野特別委員】  その水質を確保するために、これだけたくさんの処理にお金をかけ

るというのは、一時、中水道の話もあったですよね。その辺のことは、東京都としては何

かお考えなんでしょうかね。 

【増子特別委員】  よく質問を受けます。飲み水はごくわずかですけれども、調理、洗

面、シャワー、全て口に入る可能性、体に触れるものであります。きれいなものにこした

ことはないわけで、もしそういう別の水道を、例えば雑用水だとか飲み水専用だとか、そ

ういったものをつくると、大体５兆円ぐらいかかって、水道料金が５倍ぐらい余計にかか

ってしまうと。それと、今、もう東京の道路は、新たに入れる管のスペースはありません

ので、工事も増えるし、ものすごい損失なので、それを考えると、トイレに流す水も高度

浄水にしたほうが合理的だということで進めております。それと、高度浄水の追加コスト

は1トン当たり10円で、水道水1トン当たり200円に比べて許容の範囲であると考えておりま

す。 

【三野特別委員】  わかりました。 

【沖部会長】  ありがとうございます。 

 それでは、次に、社会情勢の変化に審議を移りたいと思います。 

 まず、資料６、「地球温暖化に伴う気候変動の影響と取り組み」について、事務局よりご

説明をお願いいたします。 

【海野水資源計画課長】  それでは、資料６によりまして、目次に従いまして説明をし

ます。 

 １ページでございますが、左側の図は、先ほど、三村委員から示されたとおりでござい

まして、ＩＰＣＣの第５次評価報告書によりますと、世界の平均気温変化は今後上昇して

いくということであります。右側、日本の例でございまして、日本も１００年後でござい

ますが、２.５度から３度上昇するということでございます。 

 ２ページでございますが、気候変動の影響についてですが、左側、将来想定される気候

変動、気温上昇等により、真ん中でございますが、水環境・水資源分野における影響とい

たしまして、濁水の発生による水質悪化等がございます。これらの影響を踏まえまして適
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応策を検討していくということでございますが、右側、将来の渇水リスクの評価をし、海

外の適応策を参考として、国土交通省で、この分野の適応策を取りまとめ、政府全体の計

画に反映したいと考えております。 

 ３ページでございますが、気候変動の影響では、左側でございますが、気温が上昇しま

すと、左側の上段になりますけれども、水資源や水質に影響が出てくるということでござ

いまして、河川流量の減少による渇水の深刻化、積雪量の減少に伴う水資源の減少、渇水

リスクの増加、河川・湖沼・ダム等の水温上昇、水質変化が起こってまいります。 

 右側でございますが、気候変動が起こりますと、黄色で描いてあります２段目、蒸発散

量増加、気温上昇等がございまして、矢印のように下のほうへ現象が起きていって、最後

は濁水の発生による水質悪化なり、ここに書いてあるような現象が起きるということでご

ざいます。 

 ４ページになりますが、左の図は無降雨日数でございますけれども、今後増えるという

状況。また、年降雪量については減少するということでございます。 

 真ん中の上のところでは、１００年後の積雪深の変化を示しておりますが、１００年後

はますます積雪深が減少するという状況でございます。 

 真ん中の下の絵につきましては、先ほど、三村委員からございましたが、渇水流量の変

化率を示しておりまして、将来、渇水流量はさらに減少していくという状況でございます。 

 右側の図でございますが、河川の流出量を示しております。積雪量の減少、融雪水の早

期流出によりまして、春先の河川水量は減少します。また、ダムが満水状態のときの流出

のため、無効放流が増えるといったものをあらわしております。 

 ５ページでございますが、上段、吉野川の年降水量の平均を示しております。ピンク色

のところがダムを計画した時点の降雨、そして、右側になればなるほど、近年になればな

るほど変動幅が増えてくるということでございまして、降水量の最小値が減少いたします。

そういった中で、下の図でございますが、さっきのものとも同じでございますが、吉野川

水系のダムの開発水量が、近年になると供給能力の実力が落ちてくるということでござい

まして、計画当時につきましては２６.６トンの供給能力があったものが、近年の少雨化傾

向によりまして、例えば、２０分の４、２０年に４番目に厳しい渇水では８５％、１５％

の目減りをします。さらに、２０年の２番目に厳しい渇水では６５％、３５％目減りをす

る。さらに、戦後最大の渇水では５７％ということでございまして、近年の少雨化傾向に

よりまして供給能力が落ちてくるといったものをあらわしたものでございます。 
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 ６ページでございますが、温暖化により気温上昇、水温上昇の変化等が発生をいたしま

す。例えば、気温上昇いたしますと、害虫が増加し、農薬使用量増加に伴い、農薬流入量

増加、水温上昇に伴い大腸菌増加による感染症への影響のおそれなど、水の安全面で影響

が出てまいりますし、濁水の増大、植物プランクトンの増殖、鉄、マンガンの溶出により、

濁り、異臭味、着色、水のおいしさでも影響が出てまいります。 

 ７ページでございますが、左側は全国の１級水系における流域別の豪雨量倍率、流域別

の氾濫可能性倍率を分析したものでございます。どちらも率が増加しておりまして、増大

するということでございます。右は、平成２１年の中国・九州北部豪雨で、浄水場が浸水

し断水が起こった写真でございますが、豪雨増加に伴う氾濫により、水供給停止のリスク

が増大しているということでございます。 

 ８ページでございますが、左上、異常気象レポートにおいて、地球温暖化により台風の

大型化が予測されております。日本では、３大都市圏をはじめとするゼロメートル地帯が

多く存在しまして、高潮災害のリスクが増大ということになります。右は、２０１３年の

ハリケーン・サンディ、下側はカトリーナ台風によっても甚大な被害が発生いたしており

まして、台風の大型化により高潮災害時のリスクが高まっており、水供給停止の懸念がさ

れるところであります。 

 ９ページでございますが、２１世紀の平均海面上昇は、ＩＰＣＣ第５次報告書では２６

センチから８２センチということになっております。一方、地下水の使用量は、生活用水

で使用水量の１％程度が沿岸部ということでございまして、温暖化により海面が上昇しま

すと、地盤内の塩水化が上昇し、塩水が混入するおそれがございます。 

 １０ページでございますが、気候変動による農業分野の影響ということでございます。

温暖化によって、将来の米収量の変化、また、田植え期の水資源賦存量が不足してまいり

ます。 

 また、右側になりますが、２０１０年は平年差で二、三度高かったわけでございますが、

水稲の作況、品質が非常に悪化いたしました。高温になりますと品質に影響が出てくる高

温障害が発生いたします。高温障害により水の使用量が変わったり作付け時期が変わると

いうことが予想され、水の需要量やパターンが変わる可能性がございます。 

 １１ページでございますが、今後、渇水に対する適応策を考えるに当たりましては、渇

水リスクを評価していくこととなります。将来の渇水による影響、長期的な将来予測も含

め、大まかに把握しながら、現時点での課題解決にも貢献する中長期的な視点からの適応



 -26-

策を検討・実施していくということを考えております。 

 １２ページでございますが、渇水による社会への影響、渇水評価の例を示しております

が、取水制限の進展に伴いまして、給水制限、断水が進みまして、生活、産業に次第に重

大な影響を及ぼしてまいります。具体的には、ここに示しているところでございますが、

生活への影響のところで見ますと、断水がかなり進みますと、給水車に並ぶ、渇水疎開、

医療活動への影響、手術の中止なども考えられるということでございます。こういった取

水制限の度合いや日数等をもとに渇水を評価していくということを考えております。 

 １３ページでございますが、これは最近の台風３０号によるフィリピン中部における被

害ということで、海外におきましても異常気象が起きております。温暖化の影響で台風が

大型化してきているということでございます。 

 １４ページでございますが、同じように海外における異常気象については、２０１２年、

昨年で見ますと、アメリカや中国、ヨーロッパ、オーストラリア等で渇水が起きておりま

す。アメリカにおきましては、干ばつによって１９５６年以来の最悪の状態になっており

ますし、中国では９６０万人が影響を受け、１００万ヘクタールにも及ぶ農地に被害が出

ているという状況を示しております。 

 １５ページでございますが、ここからは海外における渇水リスクへの対応を示しており

ます。渇水が深刻化しておりまして、将来予測の中で拡大する可能性が懸念されておりま

す。その中で、国家、地域、流域レベルでの対策に着手を始めておりまして、１６ページ

でございますけれども、右側のところ、具体的な気候変動の適応策の取り組みをごらんい

ただきたいと思いますが、アメリカでは２００９年にタスクフォースを、連邦機関から成

るチームをつくっております。２０１１年に国家の行動計画をつくって、進捗レポートを

今年３月に出しております。また、６月には大統領気候行動計画を出しているところでご

ざいます。 

 英国では、気候変動に関する法律が２００８年１１月に策定されております。その後、

気候変動法に基づく、政府によってリスクアセスメントのレポートが定期的に出されてお

りますし、適応プログラムも作成されております。フランスにおきましても、影響適応計

画を２０１１年から２０１５年に対象として出しております。 

 １７ページでございますが、オランダにおきましても、気候シナリオにおいて海面上昇

等を予測しておりまして、２０１０年からのデルタプログラムで、主要な水の課題に対し

プログラムを打ち出しております。また、この実施のための予算をつけているというとこ
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ろでございます。 

 ＥＵにおきましても、今年４月、ＥＵにおける気候変動への適応戦略を出しておりまし

て、適応に向けた加盟国の活動支援をしているということでございます。 

 １８ページは具体的な事例でございまして、カリフォルニア州では、排出シナリオに基

づく影響評価を実施して、将来に向け準備をいたしております。効率的な水管理による排

出ガス削減を目標に、エネルギー政策セクターと共同で適応戦略を検討中ということで、

２０１０年、２０２０年、２０５０年をターゲットとして取り組んでいる状況でございま

す。 

 １９ページは、カナダのブリティッシュコロンビア州の事例です。気候変動に対応した

広範囲な地方水政策を実施しておりまして、水不足の可能性があるとされるところでの対

応に関し研究を実施しております。 

 右側に影響と適応策の例が示されておりますが、総合的な取り組みを進めようとしてい

るところでございます。 

 ２０ページになりますが、西オーストラリア州、気候変動による少雨化が進行しており

まして、多様性による安全保障を中心戦略とした水資源開発計画、２０５０年までの計画

を策定し、水資源オプションの多様化を実施しております。 

 以上が海外における渇水リスクへの対応でございまして、２１ページに、今後の気候変

動リスクの適応策のイメージを示しておりますが、緊急時の対策、危機管理、需要側によ

る節水型社会の構築、供給側による安定した水資源の確保、安全で良質な水の確保、豊か

な水環境の保全・創出ということで、それらのもとに各施策がございまして、こういった

ことが、大まかではございますが、適応策のイメージとして考えているところでございま

す。 

 ２２ページでございますが、今後の気候変動リスクの適応策についてでございます。適

応策の定義ということでございます。統合レポートの中では、適応策が最終的に目指すも

のは、気候変動に対する対症療法ではなく、長期的視点と短期的視点の双方から、気候変

動の影響を受け得るさまざまなシステムの脆弱性を低減し、気候変動に対して柔軟な対応

力のあるシステムを構築するといったことで定義をされております。 

 最後になりますが、スーパー渇水。他の言葉で、「絶水（ゼロ水）」という言葉を使わせ

ていただいておりますが、黄色の部分、これまで経験したことのない、もしくは、過去、

歴史の中で起こった最大級の渇水が再度発生することを想定し、水資源供給施設による対
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応を超える部分について、国民生活や社会経済活動が安全・安心を確保できる方策をハー

ド、ソフト、システムのあらゆる局面から検討する必要があると考えております。 

 その必要性につきましては、上段に戻りますけれども、今後、気候変動による影響等に

よりまして、渇水がより深刻化し、これまで経験したことのない渇水が起こり得る可能性

があるということでございます。水資源は社会経済活動の基本となるものであり、深刻な

渇水が生じると、それに重大な支障が生じるだけではなく、甚だしい場合には健康の維持、

さらには生命にかかわる事態となるおそれがあるということで、こういったスーパー渇水

を想定し、そういった適応策についても、今後、検討していきたいと考えているところで

ございます。 

 以上でございます。 

【沖部会長】  ありがとうございます。それでは、ただいまの事務局からの説明内容に

つきまして、ご質問、ご意見等、賜れればと思います。よろしくお願いいたします。 

 では、最後に時間がとれればと思いますので、まとめてご審議いただく際に、ご意見、

ご質問をいただくとしまして、引き続きまして資料７、大規模災害に対する水供給システ

ムへの被災状況について、ご説明お願いいたします。 

【海野水資源計画課長】  では、資料７につきまして、目次に従い説明をさせていただ

きます。 

 １ページでございますが、大規模地震による被災状況では、東日本大震災だけでなく、

豪雨や台風により、水インフラが甚大な被害を受け、断水が長期に及んでおります。東日

本大震災では、停電により施設の運転が停止し、断水が発生いたしております。津波によ

っても取水停止を余儀なくされておりまして、長期にわたる障害が発生しております。 

 ２ページでございますが、災害の種類と対応を示しております。面的ではスーパー広域

災害、広域災害、時間的では長期化災害、現象的では複合災害に区別しておりまして、時

系列では、事前、応急、復旧の段階別に対応策を整理したものでございます。 

 例えば、事前対応では、資機材の備蓄、地域防災計画、ＢＣＰ、教育、訓練が各災害共

通。スーパー広域災害では、全国や同時被災地域以外の広域連携、水運搬。そして、広域

災害、長期化災害、複合災害では、地方ブロック単位での広域連携、代替措置等の対応と

いうこととなります。 

 続いて３ページでございますが、災害の規模に応じた対応の考え方を示したものでござ

います。大規模・広域的でない段階１では単独で対応が可能となりますが、多目的施設が
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被災し、影響が流域に及ぶ段階２では、用途・上下流を超えた流域全体で対応。また、大

規模かつ広域的な災害段階３では、他地域からの応援が不可欠ということとなります。 

 続いて、４ページからは大規模災害に対する水供給システムの被災状況と対応の事例を

示しており、右上の赤字は災害の種類と対応を示しております。以下、そのような整理を

させていただいております。 

 ここでは、東日本大震災により、左側ですが、茨城県霞ヶ浦用水地区、桜川市が断水を

いたしまして、水資源機構の可搬式海水淡水化装置を設置。農業用ため池の水を浄化して

おります。 

 右側は、宮城県の女川町江島で水道の海底パイプラインが被災をし、同じく水資源機構

の可搬式海水淡水化装置を設置いたしております。また、島民も避難をしている状況でご

ざいます。 

 ５ページでございますが、東日本大震災により、茨城県霞ヶ浦用水地区が被災。幹線水

路が二連構造であったため、一連のみを復旧し、必要最低限の通水を確保した事例であり

ます。 

 ６ページでございますが、左側、千葉県東方沖地震で、両総用水、房総導水路が被災を

いたしまして、農業用水利施設の目的外使用により、迂回取水ができるよう対応したもの

でございます。 

 右側は宮城県登米市水道で、河川からの取水ポンプが故障し、農業水路を活用し、消防

団のポンプ車を数台つなぎ、浄水場へ水を供給した事例であります。 

 ７ページでございますが、左側、阪神・淡路大震災直後、漏水や水需要増加、渇水の影

響により、神戸水道の水源池の貯水量が減少、武庫川の緊急取水により水道用水を緊急確

保したもの。右側は同じく、工業用水道の施設を用いて確保したものであります。 

 右側下につきましては、被災の少なかった大阪府の臨海工業用水の工場から神戸市の企

業に、船を使って工業用水を確保したものであります。 

 続いて８ページでございますが、左は千葉県香取市の送配水管が破損し、断水をし、２

地区の配水管が近接しているところを選び、緊急連結管を設置し、給水した事例でありま

す。 

 右側につきましては、芸予地震によりまして呉市水道局の芸予諸島への一方方向しかな

かった送水管が破損し、全戸が断水をいたしております。現在は２方向からの送水が確保

されておりますし、被災後、広島市との相互融通協定を締結したということであります。 
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 ９ページになりますが、記録的な豪雨によりまして、山形県企業局の村山広域水道の浄

水場で取り込んだ水の濁りで処理が追いつかず、広域断水したものでございます。この広

域水道の依存度の高い市、町では断水を強いられ、弱点を露呈。山形市は別系統から送水

し、臨時取水により断水を回避したものであります。 

 １０ページでございますが、左側、東日本大震災により、宮城県仙南・仙塩広域水道の

送水管が損傷し、七ヶ宿ダムから仙台市への送水が停止しまして、他水系の釜房ダムから

取水を増量したということでございます。 

 右側は、東日本大震災により、農業用水・都市用水共用の用水が被災し、送水量が大幅

に減少、調整会議を開催して、限られた水量を配分する水利調整を実施した事例でありま

す。 

 １１ページでございますが、東日本大震災により農業パイプラインの復旧のため水稲作

付けがおくれまして、かんがい期がおくれました。取水期間の変更を河川管理者が弾力的

に運用、また、津波被害のあった農地の除塩を行う用水に対しましても、取水の弾力的な

運用が行われたものであります。 

 １２ページでございますが、利根川水系の浄水場におきまして、水道水質基準値を上回

るホルムアルデヒドが検出されました。１都４県の浄水場の取水停止、千葉県５市、約８

７万人が影響を受けました。原因物質を希釈・流下させるため、国土交通省、水資源機構

のダム、貯水池からの緊急放流をして対応したところであります。 

 １３ページでございますが、これは平成１７年の渇水で、徳島県の吉野川、那賀川で異

常渇水が起こったときの対応でございまして、早明浦ダム、長安口ダム枯渇による社会経

済活動への影響を極力軽減するため、上の表では那賀川の川口ダムの底水の緊急放流の実

施、下の図では吉野川早明浦ダムで発電専用の貯水量や各ダムからの緊急放流を実施して

おります。 

 １４ページになりますが、福岡導水施設に想定以上の地盤沈下によりまして送水管が破

断。左下でございますが、事前にリスク管理対策を策定しておりまして、備蓄していた送

水管、復旧応対業者の協力体制確保により迅速な復旧によりまして、被害額を約４０億円

軽減したものでございます。 

 １５ページにつきましては、新潟県中越地震による妙見堰が一部のゲートが操作不能と

なりまして、一方、台風が接近しつつあり、再度出水が予想される中、相次ぐ強い余震が

発生。不測の事態が想定されることから、洪水対策のため、流下能力の確保を優先させる
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操作を実施いたしました。その結果、長岡市水道の取水が不可能となったため、信濃川か

ら直接浄水場にポンプ車で給水することで影響を回避したものであります。 

 １６ページでございますが、徳島県の工業用水事業巨大地震事業継続計画、ＢＣＰを策

定しておりまして、南海トラフ巨大地震に備え、地震発生後即時対応、応急対応、１５日

目から通常給水開始ができるよう、発災後以降、優先順位を決めて、施設の復旧等、また

３日目からは農業用水からの取水、７日目からは大型ポンプ車による取水等を計画してお

ります。 

 右側、相互応援協定では、南海トラフ地震に備え、同時被災を受けない鳥取県と協定を

締結しております。 

 １７ページにおきましては、水道におきまして、津波により、まち全体が壊滅的な被害

を受け、復旧のめどの立たない地域について、水道の復旧・復興計画を策定していく上で、

技術的な支援を行う枠組みとして連絡協議会を設置いたしております。被災水道事業者と

支援水道事業者とのマッチングを行うものであります。 

 １８ページにつきましても同様でございまして、工業用水道事業におきましても、全国

相互応援協定が構築されている事例であります。 

 １９ページでございますが、利根導水施設におきまして大規模地震が発生した場合の被

害を最小化させるための施設操作指針、応急復旧による仮設送水の検討がなされているも

のでございます。 

 左側下は施設操作指針を示しておりまして、右側につきましては、仮設送水の検討とい

うことで、例えば、樋管が被災いたしますと、配水ポンプ車を利用した送水を事前に検討

しているというものでございます。 

 ２０ページでございますが、国レベルでも対応策がまとめられておりまして、中央防災

会議では、大規模水害に関する専門調査会の報告で、左上につきましては、小さくて恐縮

でございますが、被害シナリオが時系列で策定され、対策が検討されております。左下か

ら右側につきましては取りまとめの内容を記載しております。 

 ２１ページでございますが、左側につきましては、利根導水施設で大地震が発生した場

合のリスク分析を実施しておりまして、左図では、地震発生後１カ月の水道用水の被害状

況を予測しております。右側につきましては、こちらはシアン化合物が流出した場合の予

測をしておりまして、これらのリスクを把握することで、バックアップ等の検討が可能と

なるものでございます。 
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 ２２ページでございますが、これにつきましては、緊急時に備えて、北九州と福岡都市

圏の間で水道用水を相互融通することを目的として、緊急連絡管が整備されております。

また、先ほど説明ありましたが、東京都におきましても、埼玉県や川崎市と水を相互に融

通する連絡管を整備しているところでございます。 

 ２３ページでございますが、これはライフラインを担っております中部電力でございま

すが、大規模地震対策や危機管理体制の整備を進めるため、事業継続計画（ＢＣＰ）とあ

わせて継続的に改善する事業継続マネジメントを策定し、非常時への対応力の維持向上を

図っているものでございます。 

 ２４ページでございますが、災害対策基本法では、都道府県、市町村では地域防災計画

を策定することを義務づけておりまして、右側は亀岡市の地域防災計画において、広域断

水事故対策計画を策定したものを示しております。予防計画、応急対策計画、災害復旧計

画から成っておりまして、それぞれ対応を規定しているところでございます。 

 ２５ページでございますが、渇水の事前対策として、五十里ダムと川治ダムで導水管で

連結をしておりまして、五十里ダムは規模が小さく貯水量が少ないため、雪解けの季節等、

ため切れない水が下流に使われないまま放流されている。一方、川治ダムでは貯水容量が

大きいが、貯水位が下がるとなかなか回復しない。導水路を結んで渇水に備え、有効な運

用を実施している例でございます。 

 ２６ページでございますが、テロ対策についてでございます。厚生労働省では、水道施

設の物理的な破損等を想定し、テロ対策マニュアル策定指針を示しておりまして、水道事

業体を支援しております。右側の下の図は、テロの訓練の事例を示しております。 

 ２７ページにつきましては、海外のテロの事例を示したものでございます。 

 最後、２８、２９ページにつきましては、東日本大震災を受け、災害対策基本法の一部

も改正されておりまして、平素からの備えを強化する規定が盛り込まれたといったもので

ございます。 

 以上でございます。 

【沖部会長】  ありがとうございます。 

 それでは、ただいまの事務局からの説明内容につきまして、ご質問、ご意見等をいただ

きたいと思います。よろしくお願いいたします。 

【佐々木特別委員】  よろしいでしょうか。 

【沖部会長】  はい、お願いします。 
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【佐々木特別委員】  あまり時間ないので……。 

【沖部会長】  いや、時間、もうこれで大丈夫です。 

【佐々木特別委員】  ああ、そうですか。二、三申し上げたい。今日のお話は、お二人

のプレゼンテーションを含めて、どちらかというと非常にグローバルな、全世界的な、あ

るいは日本全体の話がほとんどだったのではないかなと思うのです。それに対して、私は

常々、地方の、一般のというか、各自治体が普通やっている上水道とか下水道、そういう

ことにかかわることが非常に多いので申し上げたいのですが、基本的には、今日の３つの

大きなお話がありますね。「気候変動」に対する対応策、「老朽化施設」に対する対応はど

うあるべきか、それから、「大規模な災害」、この３つの大きな問題に対して対応する主体

は何かということを考えるのですね。そうすると、私はやっぱり自治体の水道局とか、あ

るいは下水道局とか、そういうような個別の供給主体だと思うのですよ。 

 そうすると、地理的にも、そういう公営企業は直営が多いですから、サービスの供給区

域という規模の制約を受ける。それから、お金の面、財政面の制約を受ける。だから、例

えば、老朽化施設の更新のペースにしても自前の財源でやらざるを得ないわけですから、

なかなかできない。非常におくれるわけですよ。あるいは、大きな災害に対する、いわゆ

る耐震化投資なども、耐震化率がなかなか進まないということが現実に生じるわけですね。

しかし、それは今申し上げたような各自治体が、それぞれの市とか県とか、そういうもの

によって直営で通常やられている、そういうことによるわけね。だから、もし今後のフル

プランを考えるときに、今申し上げたような、そういう現状がそのまま続くとすると、や

はり各自治体をベースにした上水道、下水道、そういうような水の供給にかかわるような

関連事業者のペースは、耐震化にしても、老朽化の更新にしても、ペースは非常にばらば

らですね。しかも、おくれがちになるだろうと思うのですね。それをどういうふうに中長

期的に計画的にやれるようにするにはどうあるべきかとか、よりペースを、進捗を早める

ようにするにはどうしたらいいかという、いろいろな組織とか人事とか技術とか、お金の

面とか、多様な支援が必要だと思いますが、そういうようなものを盛り込まないと、これ

からの新しいフルプランというのが生きてこないのじゃないかなというのが１つですね。 

 それから、もう一つ、今のことと関連するのですが、私、水資源機構のいろいろ事業の

評価の委員とかやっているのですが、それでいろいろ知ったのですが、上流の重要な基幹

施設の耐震化等々を進めているわけですが、それはそれでいいわけですけれども、上流の

水を下流のほうで受け取るいろいろな自治体側の水道等があるわけです。それらの自治体
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の耐震化が上流と同じようなペースで進まないと、せっかく上流側で金をかけて整備して

も、その効果が有効に働かないと思うのですね、１つの水系ですから。そういう点を考え

ると、１つの流域を絶えず管理していかないと。更新にしても耐震化にしても、機能を有

効に発揮できないのじゃないかなというのが１つ。 

 それから、最後に、先ほどの「気候変動」に対するプレゼンテーションがありましたが、

それの一番最後のほうに、（三村さんの１１ページでしたか、）そこのところの２番目、「最

悪なシナリオ」を考えるとき、それを前提にした施設の建設は「非現実的」だ。つまり、

最悪のところを考えて、大規模な施設をつくるというのは非常に大変ですから、それは非

現実的だ。それにどう対応する何らかの「フィロソフィー」が要るのじゃないかというま

とめがありましたが、私はそれに対して考えるのは、先ほど、事務局の資料の６、これの

後ろのほうに非常に興味あって（２１ページ、２２ページのあたりに）、「適応」という考

え方がある。これ、特に需要サイドの管理というか、マネジメントが必要だというような

指摘がございますが、私は、三村さんのまとめの中にあった、今後の「フィロソフィー」

として、ここで、「適応」という考え方が非常に重要になってくるのではないかと思います。 

 以上です。 

【沖部会長】  ありがとうございます。ただいまもありましたが、最後の資料に限らず、

全体に関しまして、残りわずかな時間ではありますが、ご意見いただければと思いますの

で、ご意見、コメントある方はよろしくお願い申し上げます。 

 古米委員、お願いします。 

【古米専門委員】  今の大規模災害等に対する水供給システムということで、大きく分

けて、８、９、１０、１１ページで整理をしていただきましたけれども、佐々木委員から

の発言にもかかわりますが、大きい組織のであるとか企業団だとかということで、うまく

事前対応していたりする事例はたくさんあるんですけれども、やはり大規模災害を考える

ときには、末端のところでの水供給でどう対応できているのかというところまで目配りを

した形で情報整理する必要が大事になるのではないかなと思いました。 

 したがって、幾つかの大規模の災害があったときに、国がどうしたのかだとか、地方整

備局がどう対応したのか、県がどう対応したのか、あるいは水資源機構がどうしたのかと

いうことに加えて、水供給には様々な部署がそれぞれの部署があって、水道関係だったら

水道協会という全国ネットがありますし、さらには、自治体の水道事業体というように、

それぞれのレベルでどういう対応をしたかという形で整理をしておかないと、大規模災害
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に対して、どこかがつまずくと全てが動かなくなる可能性があります。データは収集され

ていると思いますので、それらをもう一度、役割分担の視点で再整理していただくと、将

来考える上では非常に役に立つのではないかと思いました。コメントです。 

【沖部会長】  ありがとうございます。 

 ほか、いかがでしょうか。お願いします。 

【小浦特別委員】  気候変動に伴う降雨だったりとか積雪の変化というのは、かなり地

域差があって、まだまだ不確定なところも多いと理解をしたわけなんですけれども、これ

までは、どちらかというと量を確保するという全国一律の目標で、供給の安全性というか、

安定性というものが大きな目標になっていたと思うのですが、今日のお話を聞いています

と、地域的に、渇水が起こるという状況もかなり違う条件で起こってくるし、水が余ると

言われている状況も、多分地域ごとにかなり違う。つまり、そういった地域的な違いに対

する大きなシステムというか、大きな目標みたいなものをどう設定するかということを考

えると、先ほど来、資料６の２１で、例えば、水資源にかかわる気候変動リスクへの対応

策として出ているんですけれども、こういったところに、もう少し地域の違いに伴うシス

テムの組み立て方みたいな視点がもっと要るんじゃないかと思いますし、そうすると、広

域連携の意味もわかりやすくなってくると思うんですよね。これだと、すごく平板な感じ

がして、１個１個は間違ってないんだけど、実際起こる、かなり大きな地域差だったり、

大きなリスクの差に対しての心構えがよく見えないという気がしました。 

 それは、さっきご指摘もありましたように、三村先生のおっしゃる、哲学が必要である

というところにもつながってくると思いますし、施設ではなくて、いかにマネジメントし

ていってリスクヘッジをしていくのかという、もう少し、ソフトでもないかもしれないん

ですけれども、今の施設で全てを対応するんではない考え方をどうつくっていくかという

こととあわせて重要なんじゃないかと思いました。 

【沖部会長】  ありがとうございます。 

 ほか、いかがでしょうか。 

 私から申し上げるとすると、今、委員の先生方から問題提起があった中で、やはり１つ

大きなのは、いろんな水質事故、あるいは気象学的要因による渇水、そして、自然災害や

老朽化による施設の機能不全といった懸念は地域によって違うでしょうから、それぞれの

地域が考え準備をすべきだという意見がある反面、東京都水道局のように、非常に組織も

しっかりしていて財政も健全なところは、先ほどご紹介があったとおり、非常に先手先手
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で対策をとられているように見えますが、そういう財政的なリソース、組織的なリソース、

人的なリソースが十分ではない自治体もあるという実態を考えると、どこまで国として関

与すべきなのかという点が、もしかすると、この分科会の所掌を超えているのかもしれま

せんが、問われているのかなと思いました。 

 今、委員の先生方からコメントありました点につきまして、事務局から何かありました

ら、お願いいたします。 

【海野水資源計画課長】  まず、上流、下流との連携の話がございましたけれども、対

応について、自治体が異なりますと、ネットワークとしての機能といいますか、十分果た

せないところがございますので、そういった意味で、財政面なり、計画的にどうしていく

かという仕組みを考えていく必要があろうかと思っております。 

 今日、説明できませんでしたけれども、もう一つの老朽化のテーマでは、アセットマネ

ジメントの考え方を説明することとしていたところでございますが、１つは、コストを安

くしていくという考え方の部分と、もう一つは、財源をどういうふうに確保していくかと

いうこともあろうと思いますし、上水道、工業用水の場合には料金を取ってという形にな

りますので、経営という観点も含めて、どういうふうに対応していくかということが必要

になってくるのではないかと思っております。 

 また、地域の問題がございましたけれども、これについては、地域と全体との関係で整

理をしてまいりたいと思いますし、地域におきまして、それぞれリスクなり対応の仕方が

変わってくると思いますので、そういった視点も含めて整理をしていきたいと考えており

ます。 

 また、事前にこういったことを、あらかじめ用意しておくということも大変重要なこと

だと思っておりますので、そういったことを今日お示ししたつもりでございますが、さら

に整理してまいりたいと思っております。気候変動への対応の考え方の部分、これにつき

ましても整理した上で、皆様方でご議論をいただければと思っております。どのように社

会として対応していくのか、あるいは、それ以外のあらゆる手法につきまして検討してい

ただければと思っているところであります。 

【沖部会長】  ありがとうございます。 

 それでは、本日の議事は以上といたしまして、事務局に進行を返したいと思います。 

【越智水資源部長】  すみません、最後に一言です。今日は大変貴重なご意見をいただ

きまして、ありがとうございました。今日は第２回ということで、事例が多かったりとか、
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大きな場面でのお話がありましたので、これから先生方のご意見をいただきつつ、方向を

定めていければと思っております。 

 その中で３点ほど、これもまたばくっとした話なんですけれども、今日いただいた先生

方の意見を私なりに整理をすると、水資源も含めて、いわゆる人、物、金、情報といった

資源と時空間、エリアの広さとか、今後どうなるんだというような、こういう資源と時空

間の関係性を少し整理したほうがいいのかなというので、難しい整理にはなりますけれど

も、トライはしてみたいなと思います。 

 あと、小浦先生からありましたように、個別最適と全体最適をどういうふうに考えてい

くのかということで、その際に、ハードだけでなくて、ソフトと、それと組み合わせたシ

ステムをどういうふうに、つまり全体最適と個別最適、組み合わせていくのかといったよ

うな、これも大変ばくっとした話ですけれども、少し中でも議論してみたいと思います。 

 それから、地域性という意味では、需要者側の立場に立ってというのが多分、さっきの

水道事業者の話もそうでありますし、第１回のときも、需要者側という原単位は何なのと

いうようなお話もありましたので、そういうようなことも少し中で整理してみたいと思い

ます。いずれにしましても、これから年度内に、予定はあと６回ございますので、その中

で先生方と綿密にキャッチボールさせていただきながら、また座長のご指導をいただきな

がらやっていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

【寺田水資源政策課長】  最後に連絡事項を申し上げます。本日の資料及び議事録につ

きましては、準備ができ次第、当省ホームページに掲載したいと考えております。議事録

につきましては、その前に委員の皆様に内容確認をお願いする予定でございますので、よ

ろしくお願い申し上げます。 

 それでは、以上をもちまして閉会とさせていただきます。本日は熱心なご議論を賜りま

して、ありがとうございました。 

 

―― 了 ―― 


